
  議事録   
作成日 令和 ８年 ４月１３日 作成者 書記 池谷 利広 

タイトル 押切町内会 令和 8 年度 第１回役員会議 

日時 令和 ８年 ４月１２日（日） 19：00～20：00 

場所 押切公民館 

出席者 成瀬会長、鈴木副会長、大野副会長、後藤会計、池谷書記 

栗原組長（1-1 組）、関根組長（1-2 組）、高田組長（2 組）、小林組長（3 組）、山本組長（4 組）増

田組長（5 組）小澤組長（6 組）、石川組長（7 組）、大野組長（8-1 組）、鈴木組長（8-2 組） 

佐藤顧問、小糸（健全育成）、澤野（体育振興）、鈴木（6 組後期組長） 

資料 １．押切町内会令和 8 年第 1 回役員会議（PDF 3 頁） 

議事内容 

議題 ※ 議題に関しては、添付資料の「打ち合わせ内容」を参照 

 

１．議題に関する意見/質問事項 

 ①議題４．町内一斉清掃について 

  ・本日、市指定のごみ袋と麻製土嚢袋を指定枚数通り配布済 

 

 ②議題８．廃品回収について 

  ・前年度まで回収依頼していた「マルテン紙業」より、日曜日の回収はドライバーの確保が 

できなくなり、回収を終了する通知あり 

  ・総会終了以降、三島市の契約業者の紹介を受けているので、町内会の条件に合った業者を 

選択する予定 

  ・決定した場合（受けてくれる業者が無く廃止もあり得る）、回覧等でお知らせする 

  ・決定するまでは、市の回収（各資源ごみの日）へ出すかマルテン紙業への持ち込み等で対応 

してください 

 

 ③議題９、町内会細則について 

  ・改定案 下記第 4 号を追加する 

   第 4 号 会員が、押切町内に居住しない時期は、町内会費を徴収しないこととする。 

  ・意見や確認事項として、「居住しないとは、家屋の立て直しだけでなく 1 人世帯で疾病に 

より家を空ける場合や、極端に出張や旅行などで家を空ける場合はどうなるか？」「すでに 

払った会費は返金するのか、次期の会費徴収時に相殺するのか？」「時期とは仮に１日でも 

居住しない場合はどうなるか、それとも１日でも居住とするのか？」が挙がった 

  ・今回は保留とし、再度素案を詳細に検討/作成、次回の役員会にて再度採決することとした 

 

２．その他 

  ・今回の手元資料の回覧については、「不審者発生のお知らせ」「押切町内一斉清掃のお知ら 

せ」「町内会員入会のお知らせ」及び「シニアクラブ三島」を回覧願います 

  ・カラーコピーは高額なので、基本白黒印刷とするため回覧の文字も白黒になります 

以上 

 

 


